
 

 

健 第 ３ ０ ６ 号 

令和７年６月１３日 

 

県内分娩取扱機関 各位 

 

岡山県保健医療部健康推進課長   

 

新生児聴覚検査機器購入支援事業補助金の交付申請書の提出について（依頼） 

 

 日頃から、岡山県の母子保健事業の推進について、御理解と御協力をいただき厚くお礼

申し上げます。 

さて、県では、令和７年６月５日付で別添のとおり「令和７年度岡山県新生児聴覚検査

機器購入支援事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）及び「新生児聴覚検査機器購入

支援事業補助金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）を施行しました。 

上記要綱に基づき、岡山県内の分娩取扱機関における検査機器整備の補助を実施いたし

ますので、つきましては、本事業に係る補助金の活用を御希望の場合は、交付申請書等を

作成の上、御提出をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 事業の概要 

（１）補助対象施設 

    医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項の病院及び同条第２項の診療

所、及び同法第２条第１項に規定する助産所のうち、分娩を取り扱い、かつ県内に所

在する施設。 

 

（２）実施期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

    （上記期間内に対象となる検査機器の納品を完了すること） 

 

（３）補助事業対象機器等 

   自動聴性脳幹反応検査機器（自動 ABR検査機器）※ 

※岡山県新生児聴覚検査事業の対象機器であるネイタスアルゴ、MB-11 ベラ

フォン及びイージースクリーンに限る。 

 

（４）補助条件 

   「実施要綱」の４（補助条件）を参照 

 



 

 

［提出・問い合わせ先］ 

〒７００―８５７０ 岡山県岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県保健医療部 健康推進課 母子・歯科保健班 担当：山崎 

電 話：０８６－２２６－７３２９ 

メール：boshi@pref.okayama.lg.jp 

（５）補助金の交付 

    本事業の経費については、「交付要綱」に基づき補助を行うものとする。 

 

（６）その他 

詳細は、「実施要綱」及び「交付要綱」による。 

※本事業は予算に限りがあるため、一年度で１３施設、令和６年度からの３年間で

合計３９施設の補助を予定しております。そのため、今年度の補助対象とならな

い場合がありますのでご了承ください。 

 

２ 提出物等 

（１）提出物 

以下の（ア）から（キ）までの書類を１部ずつ提出してください。 

（ア）申請書表紙・・・様式第１号  

（イ）所 要 額 調・・・別紙１－１ 

（ウ）事業計画書・・・別紙１－２  

（エ）見積書の写し  

（オ）購入機器のカタログ等の資料 

（カ）予算書抄本・・・参考様式あり  

（キ）県税の完納証明書 

 

 

 

 

 

（２）提出期限 

   令和７年８月１３日（水）必着 

 

（３）提出方法 

   下記提出先へ郵送又は持参 

 

 

※ 様式及び別紙については、岡山県健康推進課のホームページにエクセルデータを

掲載しておりますので、ダウンロードして作成してください。 

URL：https://www.pref.okayama.jp/page/903161.html 


